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研究題目 市町村における災害時保健活動マニュアルの策定及び活用のためのガイド（案） 

に対する意見調査 
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研究要旨 

研究班において考案した「市町村における災害時保健活動マニュアル策定及び活用のためのガ

イド（以下、ガイド）（案）」に対し、市町村（保健所設置市以外）、保健所設置市、県型保健所、

都道府県本庁に所属する保健師を対象に実施した意見調査の結果を集約し、ガイド（案）の精練

事項を整理することを目的とした。 

計 76 名の保健師（24 市町村 37 名、4 保健所設置市 13 名、12 県型保健所 20 名、4 都道府県

本庁 6 名）から意見を得た。調査対象の市町村および保健所設置市におけるマニュアルの策定

率は 57.1％（28自治体中 16自治体）であった。ガイド（案）の分かりにくい点や、加筆修正

が必要な点として、「用語の解説や参考資料の明示があるとよい」「マニュアル策定時の体制づ

くりや構成メンバーの具体があるとよい」「マニュアル策定は『まずはできるところからでよ

い』というメッセージがあるとよい」「他職種や関係部署・機関との連携協働体制の明示がある

とよい」「基本項目が別冊に関する具体的内容が加筆されるとよい」等の意見が得られた。 

ガイド（案）の精練事項は、「ガイドのねらい・目的の明示」「マニュアル策定の体制や時間的

イメージの明示」「他職種・関係部署・機関との連携や情報整理の必要性の明示」「ガイドの使用

者の明示」「基本項目や別冊の内容の洗練と追加」「用語解説の追加」「参考資料の明示」の 7 項目

に整理された。 
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Ａ．研究目的  

本報告書Ⅱ．分担研究報告のうち、３

－２,３,４,５で報告した通り、本研究班

で作成した「市町村における災害時保健

活動マニュアルの策定及び活用のための

ガイド（以下、ガイド）（案）」に対して、

市町村における災害時保健活動のマニュ

アル策定・見直し、活用の実際に役立つ

ものとなるよう、市町村、保健所設置市、

県型保健所、都道府県本庁に所属する保

健師を対象に意見聴取を行った。本研究

の目的は、設置主体別の意見調査の結果

を集約し、ガイド（案）の精練事項を整理

することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法  

１．調査対象  

 市町村、保健所設置市、県型保健所、都

道府県本庁に所属する保健師を対象に行

ったガイド（案）に対する意見聴取の結

果を分析対象とした。  

 

３．データの分析方法  

 設置主体（市町村、保健所設置市、県型

保健所、都道府県本庁）別の調査結果つ

いて、調査項目ごとの結果を集約し、類

似性により分類整理した。調査項目は、

以下の通りである。  

１）調査対象者の背景（所属機関の種別、

職位、災害対応としてかかわっている

内容、マニュアル策定状況）  

２）災害時保健活動マニュアルの策定・

見直し、活用の状況と課題として感じ

ていること  

３）ガイド（案）の構成及び内容について   

（１）  分かりにくい表現や文言  

（２）  マニュアルの策定や見直し・活用

に対して、役に立ちそうか  

（３）  マニュアルの策定や見直し・活用

に対する関心の喚起、取組への動

機づけになるか  

（４）  マニュアルの策定や見直し・活用

に対して行動を促すことができそ

うか（行動に移すことが難しい点

は何か）  

（５）  良いと思った内容  

（６）加えると良いと思う内容  

（７）修正が必要と思う内容  

４）その他（災害時保健活動の推進に対

する意見など）  

 

Ｃ．結果  

１．調査対象者の概要（表 1）  

計 76 名の保健師（24 市町村 37

名、4 保健所設置市 13 名、12 県型保

健所 20 名、4 都道府県本庁 6 名）か

ら意見を得た。  

 

２．マニュアルの策定・見直し・活用の

状況と課題として感じていること  

１）調査対象市町村・保健所設置市のマ

ニュアル策定状況（表２） 

 マニュアル策定済みの市町村および保

健所設置市は、28 自治体中 16 自治体

（24 市町村のうち 13、4 保健所設置市

のうち 3）であり、設置率は 57.1％であ

った。マニュアルを策定している 16 自

治体のうち、活用や見直しができている

自治体は、10 自治体（62.5％）であっ

た。 

 

２）調査対象自治体が捉えている課題

（表３）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、分類整理したところ、マニュアル

の策定・改定・活用における課題は、以

下８項目に整理された。表中の○は、意

見のあった設置主体を示す。  

（１）  災害時の市町村保健師の役割が不

明確である  

（２）  地域防災計画や関連マニュアルに

おける保健活動の位置づけが不明

確である  

（３）  マニュアル策定における自治体内

での関係部署との連携や合意形成

が不足している  

（４）  時間・人員不足や、災害時保健活

動のイメージ化ができない等によ
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りマニュアル策定が推進しない  

（５）  マニュアルの見直しが行われてい

ない  

（６）  マニュアルが活用できていない

（マニュアルを用いた訓練が行わ

れていない、受援の想定がない

等）  

（７）  災害種別や保健師のキャリアによ

らず、中長期的な災害時保健活動

で使用できるマニュアルになって

いない  

（８）  保健所役割の明確化と管内の体制

整備が不十分である  

 

３．ガイド（案）の構成や内容に対する

意見  

１）分かりにくい表現や文言（表４）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下３項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。  

（１）  用語の解説や参考資料の明示があ

るとよい  

（２）  ガイドの使い方の説明があるとよ

い  

（３）  具体的内容を追加してほしい  

 

２）市町村における災害時保健活動マニ

ュアルの策定や見直し・活用に対して、

役に立ちそうか（表５）  

市町村 24 か所のうち 23 か所、および

全ての保健所設置市と都道府県本庁か

ら、「役立つ」との回答が得られた。設

置主体別の調査で得られた意見を統合

し、整理した結果、以下６項目の意見に

整理された。表中の○は、意見のあった

設置主体を示す。  

（１）  記載すべき基本項目が明示された

ガイドとひな形があり策定しやす

い  

（２）  マニュアル策定が他部署や関係機

関との連携や協働に役立つ  

（３）  チェック方式により不足項目を確

認できる確認できる  

（４）  自治体の策定状況にあわせた作成

や、部分的・段階的な作成ができ

る  

（５）  策定にガイドを用いることで策定

プロセスが災害時保健活動の振り

返りとなる  

（６）  研修や訓練での活用や、市町村支

援のツールとして活用ができる  

 

３）市町村におけるマニュアルの策定や

見直し・活用に対する関心の喚起、取組

への動機づけになるか（表６）  

24 市町村のうち 17 市町村、および、

全ての県型保健所と都道府県本庁から、

「関心の喚起や取組の動機付けになる」

との回答が得られた。 

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下５項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。  

（１）  記載すべき基本項目とひな形があ

るので取り組みやすい  

（２）  全体のボリュームが少なく簡便で

あり着手しやすい  

（３）  地域防災計画や関連マニュアルを

確認する必要があることに気づけ

る  

（４）  ガイドの存在自体が策定の必要性

の喚起となる  

（５）  都道府県や保健所は、市町村との

協働体制整備に活用できる  

 

４）市町村におけるマニュアルの策定や

見直し・活用に対して行動を促すことが

できそうか（行動に移すことの促しが難

しいと思われる点は何か）（表７）  

市町村 24 か所のうち 7 か所、およ

び、県型保健所の 4 か所のうち 2 か所、

と全ての都都府県本庁から、「行動の促

しにつながる」との回答が得られた。設

置主体別の調査で得られた意見を統合し

結果、【行動の促しにつながる理由】【行

動に移すことが難しい理由】【行動に移

すための支援】別に６項目の意見に整理
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された。表中の○は、意見のあった設置

主体を示す。 

・【行動の促しにつながる理由】  

（１）  ガイドの内容およびひな形が具体

的かつ簡便で参考にしやすい 

・【行動に移すことが難しい理由】  

（２）  マニュアル策定に人員・時間・財

源の確保が必要  

（３）  マニュアル策定のための体制整備

が必要  

（４）  災害への危機感が薄く、マニュア

ル策定への意識が低い  

（５）  地域防災計画や関連マニュアルと

の確認や突合が困難  

・【行動に移すための支援】  

（６）  都道府県本庁や県型保健所の支援

や後押しが必要  

 

５）良いと思った内容（表８）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下７項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。 

（１）  マニュアルに記載すべき基本項目

の説明やひな形があり、策定の全

体像が把握できる  

（２）  チェック形式により不足を確認で

き、部分的・段階的な作成や見直

しに活用できる  

（３）  コンパクトかつ簡潔明瞭でわかり

やすい  

（４）  取り上げられている基本項目とそ

の内容が適切である（受援、職員

の健康管理、分散配置保健師の一

括配置などに言及がある）  

（５）  災害フェーズにおける保健活動の

全体像が明示されている  

（６）  地域防災計画や関連マニュアルを

確認し、他部署・関係機関との連

携体制整備のきっかけになる  

（７）  マニュアルの見直しのポイントや

タイミングが明示されている  

 

６）加えると良いと思う内容（表９）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下５項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。 

（１）  マニュアル策定時の体制づくりや

構成メンバーの具体  

（２）  マニュアル策定は「まずはできる

ところからでよい」というメッセ

ージ  

（３）  マニュアル策定時の留意点（都道

府県マニュアルや他部署管理の情

報整理等）  

（４）  都道府県や県型保健所と市町村の

連携・協働体制  

（５）  基本項目に関する具体例や想定さ

れるパターン（特に受援・応援に

関して）  

 

７）修正が必要な点（表 10）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下４項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。 

（１）  マニュアル策定の合意形成と体制

づくりの明示  

（２）  他職種や関係部署・機関との連携

協働体制の明示  

（３）  用語解説や参考資料の明示  

（４）  基本項目や別冊に関する具体的内

容の加筆  

 

４．災害時保健活動推進に対する意見

（表 11）  

設置主体別の調査で得られた意見を統

合し、整理した結果、以下４項目の意見

に整理された。表中の○は、意見のあっ

た設置主体を示す。 

（１）  災害時保健活動推進上の課題  

（危機意識の低さ、平常時の市町

村の体制整備の必要性、他職種や

関連機関との連携の必要性、研修

や訓練の必要性等）  

（２）  都道府県・県型保健所と市町村と

の関係性や体制整備  
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（信頼関係の構築、情報伝達、市

町村支援のための力量形成等）  

（３）  ガイドへの期待  

（マニュアル策定の助言や支援、

ガイドの周知や研修実施等）  

（４）  マニュアル策定・見直しへの展望  

（策定を推進したい、関係者と連

携を図りたい、受援方法を検討し

たい等）  

 

Ｄ．考察  

１．精練事項の整理  

調査で得られた意見を整理した結果か

ら、ガイド（案）の精練事項として以下

７項目が考えられた。  

１）  ガイドのねらい・目的の明示  

２）  マニュアル策定の位置づけや体

制、時間的イメージの明示  

３）  他職種・関係部署・機関との連携

や情報整理の必要性の明示  

４）  ガイドの使用者の明示  

５）  基本項目や別冊の内容の洗練と追

加  

６）  用語解説の追加  

７）  参考資料や事例の明示  

 

２．各精練事項の説明  

１）ガイドのねらい・目的の明示  

 意見調査では、「基本項目に関する具

体」を加筆してほしい、「基本項目や別

冊に関する具体的内容」を加筆してほし

いという意見があった。しかし、本ガイ

ドの目的は、市町村においてマニュアル

策定と活用が進むように、マニュアル策

定のプロセスや手順を理解することで、

策定に一歩踏み出して着手することに役

立つことや、見直し・活用に役立つもの

を示すこと、すなわち、取組の方向性を

示すことである。目的には、本ガイドで

は、基本事項を中心に示し、関連の知識

や具体的内容は参考資料に示すことを加

筆する。  

また、意見調査において、「マニュア

ル策定は『まずはできるところからでよ

い』というメッセージが伝わるとよい」

という意見があった。そこで、ガイドの

ねらいには、マニュアルに含むべき基本

項目のうち、着手しやすい項目から策定

しはじめ、加筆や修正を重ねながら、自

組織にあったものにしていくことに役立

つということを加筆する。  

 

２）  マニュアル策定の位置づけや体

制、時間的イメージの明示  

意見調査では、「マニュアル策定時の

体制づくりや構成メンバーの具体」が加

筆されるとよい、「マニュアル策定の合

意形成と体制づくりの明示」があるとよ

いという意見があった。  

 ガイドには、マニュアル策定を業務と

して位置づけること、組織内で策定メン

バーを決めてマニュアル策定の体制づく

りをすることの重要性や、策定にかかる

時間的イメージを追記する。  

 

３）  他職種・関係部署・機関との連

携や情報整理の必要性の明示  

意見調査では、「他職種や関係部署・

機関との連携協働体制の必要性が明示さ

れるとよい」「マニュアル策定時の留意

点（都道府県マニュアルや他部署管理の

情報整理等）が加筆されるとよい」  

 マニュアル策定には、地域防災計画と

の整合性の確認や、関連マニュアル、他

部署管理の情報を確認し、情報を整理す

る必要がある。ガイドには、マニュアル

策定が庁内外の関係者との連携づくりと

なることを追記する。  

 

４）  ガイドの使用者の明示  

意見調査では、マニュアル策定には、

ガイドを用いた都道府県や県型保健所に

よる市町村支援が有効であるなど、「都

道府県や県型保健所と市町村の連携・協

働体制」について明示されるとよいとい

う意見があった。  

 そこで、ガイドの使用者には、県型保

健所や都道府県本庁がガイドを活用し、
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市町村のマニュアル策定・見直し・活用

に役立ててほしいことを追記する。  

 

５）  基本項目や別冊の内容の洗練と

追加  

意見調査では、「基本項目に関する具

体例や想定されるパターン（特に受援・

応援に関して）」を追記してほしい等、

それぞれの基本項目に対する意見も得ら

れた。基本項目や別冊について、内容を

洗練する。  

 

６）  用語解説の追加  

意見調査では、「用語の解説や参考資

料の明示があるとよい」という意見があ

った。ガイドに用語解説を追加する。  

 

７）  参考資料の明示  

意見調査では、「用語の解説や参考資

料の明示があるとよい」「基本項目に関

する具体例を加筆してほしい」という意

見があった。具体を加筆してほしいとい

う意見があったが、本ガイドの目的は取

組の方向性を示すことであり、具体的内

容は参考資料を明示することとする。  

 

Ｅ．結論  

研究班において考案した「市町村にお

ける災害時保健活動マニュアル策定及び

活用のためのガイド（以下、ガイド）（案）」

に対し、市町村（保健所設置市以外）、保

健所設置市、県型保健所、都道府県本庁

に所属する保健師を対象に実施した意見

調査の結果を集約し、ガイド（案）の精練

事項を整理することを目的とした。  

計 76 名の保健師（24 市町村 37 名、4

保健所設置市 13 名、12 県型保健所 20

名、4 都道府県本庁 6 名）から意見を得

た。調査対象の市町村および保健所設置

市におけるマニュアルの策定率は

57.1％（28 自治体中 16 自治体）であっ

た。ガイド（案）の分かりにくい点や、

加筆修正が必要な点として、「用語の解

説や参考資料の明示があるとよい」「マ

ニュアル策定時の体制づくりや構成メン

バーの具体があるとよい」「マニュアル

策定は『まずはできるところからでよ

い』というメッセージがあるとよい」

「他職種や関係部署・機関との連携協働

体制の明示があるとよい」「基本項目が

別冊に関する具体的内容が加筆されると

よい」等の意見が得られた。  

ガイド（案）の精練事項は、「ガイドの

ねらい・目的の明示」「マニュアル策定の

体制や時間的イメージの明示」「他職種・

関係部署・機関との連携や情報整理の必

要性の明示」「ガイドの使用者の明示」「基

本項目や別冊の内容の洗練と追加」「用語

解説の追加」「参考資料の明示」の 7 項目

に整理された。  

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし  

 

Ｇ．研究発表  

なし  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし  
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表１ 調査対象者の概要 

種別 市町村 保健所設置市 県型保健所 都道府県本庁 計 

設置主体 24 か所 

(市 21、町 3) 

4 か所 12 か所 4 か所 44 か所 

保健師数

（職位内

訳） 

37 名（内訳：課

長補佐 11、主幹

2、係長６、主査

４、主任保健師

５、その他 1） 

13 名（内訳：課

長 2、課長補佐

5、統括保健師

補佐 3、主幹 1、

職位不明１） 

20 名（内訳：副

所長 1・次長３、

課長（課長級）8、

課長補佐１、係

長１、主査 2、副

主幹 1、主任 1、

技師 2） 

6 名（内訳：副

参事兼班長１、

課長(課長級）

1、課長補佐 1、

主幹 2) 

76 名 

 

表２ 調査対象市町村におけるマニュアル策定状況 

 市町村（n=24） 保健所設置市（n=4） 

策定済み 13 

（内訳：見直しや活用ができている 8、

見直しや活用ができていない 5） 

3 

（内訳：見直しや改定をしている 2，

改訂をしていない１） 

未策定 11 1 

 

表３ 調査対象自治体が捉えている課題  

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）災害時の市町村保健師の役割が不明確で

ある 
 ○ ○ ○ 

（２）地域防災計画や関連マニュアルにおける

保健活動の位置づけが不明確である 
○ ○ ○ ○ 

（３）マニュアル策定における自治体内での関

係部署との連携や合意形成が不足している 
○ ○  ○ 

（４）時間・人員不足や、災害時保健活動のイ

メージ化ができない等によりマニュアル策定が

推進しない 

○ ○ ○  

（５）マニュアルの見直しが行われていない ○   ○ 

（６）マニュアルが活用できていない（マニュ

アルを用いた訓練が行われていない、受援の想

定がない等） 

○ ○  ○ 

（７）災害種別や保健師のキャリアによらず、中長

期的な災害時保健活動で使用できるマニュアルにな

っていない 

○ ○   

（８）保健所役割の明確化と管内の体制整備が不十

分である 
  ○  

※表中の○は意見のあった設置主体 
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表４ 分かりにくい表現や文言 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）用語の解説や参考資料の明示があるとよ

い 
○ ○  ○ 

（２）ガイドの使い方の説明があるとよい    ○ 

（３）具体的内容を追加してほしい   ○  

※表中の○は意見のあった設置主体 

 

表５ 役に立ちそうか 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）記載すべき基本項目が明示されたガイド

とひな形があり策定しやすい 
○ ○ ○ ○ 

（２）マニュアル策定が他部署や関係機関との

連携や協働に役立つ 
 ○ ○  

（３）チェック方式により不足項目を確認でき

る確認できる 
 ○ ○  

（４）自治体の策定状況にあわせた作成や、部

分的・段階的な作成ができる 
 ○ ○  

（５）策定にガイドを用いることで策定プロセ

スが災害時保健活動の振り返りとなる 
  ○  

（６）研修や訓練での活用や、市町村支援のツ

ールとして活用ができる 
  ○ ○ 

※表中の○は意見のあった設置主体 
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表６ 関心の喚起、取組への動機づけになるか 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）記載すべき基本項目とひな形があるので

取り組みやすい 
 ○ ○ ○ 

（２）全体のボリュームが少なく簡便であり着

手しやすい 
  ○ ○ 

（３）地域防災計画や関連マニュアルを確認す

る必要があることに気づける 
○ ○   

（４）ガイドの存在自体が策定の必要性の喚起

となる 
   ○ 

（５）都道府県や保健所は、市町村との協働体

制整備に活用できる 
  ○  

※表中の○は意見のあった設置主体 

 

表７ 行動を促すことができそうか（行動に移すことの促しが難しいと思われる点は何か） 

 

市

町

村 

保

健

所

設

置

市 

県

型

保

健

所 

都

道

府

県

本

庁 

【行動の促しに

つながる理由】 

（１）ガイドの内容およびひな形が具体的かつ

簡便で参考にしやすい 
○  ○ ○ 

【行動に移

すことが難

しい理由】 

（２）マニュアル策定に人員・時間・財源

の確保が必要 
 ○ ○ ○ 

（３）マニュアル策定のための体制整備が

必要 
 ○ ○  

（４）災害への危機感が薄く、マニュアル

策定への意識が低い 
 ○  ○ 

（５）地域防災計画や関連マニュアルとの

確認や突合が困難 
  ○ ○ 

【行動に移

すための支

援】 

（６）都道府県本庁や県型保健所の支援や後押

しが必要   ○ ○ 

※表中の○は意見のあった設置主体 
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表８ 良いと思った内容 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）マニュアルに記載すべき基本項目の説明

やひな形があり、策定の全体像が把握できる 
○ ○ ○ ○ 

（２）チェック形式により不足を確認でき、部

分的・段階的な作成や見直しに活用できる 
 ○  ○ 

（３）コンパクトかつ簡潔明瞭でわかりやすい   ○ ○ 

（４）取り上げられている基本項目とその内容

が適切である（受援、職員の健康管理、分散配

置保健師の一括配置などに言及がある） 

○ ○ ○ ○ 

（５）災害フェーズにおける保健活動の全体像

が明示されている 
○  ○ ○ 

（６）地域防災計画や関連マニュアルを確認

し、他部署・関係機関との連携体制整備のきっ

かけになる 

○  ○  

（７）マニュアルの見直しのポイントやタイミ

ングが明示されている 
○    

※表中の○は意見のあった設置主体 

 

表９ 加えると良いと思う内容 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）マニュアル策定時の体制づくりや構成メ

ンバーの具体 
  ○ ○ 

（２）マニュアル策定は「まずはできるところ

からでよい」というメッセージ 
   ○ 

（３）マニュアル策定時の留意点（都道府県マ

ニュアルや他部署管理の情報整理等） 
  ○ ○ 

（４）都道府県や県型保健所と市町村の連携・

協働体制 
  ○ ○ 

（５）基本項目に関する具体例や想定されるパ

ターン（特に受援・応援に関して） 
○ ○ ○ ○ 

※表中の○は意見のあった設置主体 
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表１０ 修正が必要な点 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）マニュアル策定の合意形成と体制づくり

の明示 
○    

（２）他職種や関係部署・機関との協連携協働

体制の明示 
○    

（３）用語解説や参考資料の明示 ○ ○   

（４）基本項目や別冊に関する具体的内容の加

筆 
○    

※表中の○は意見のあった設置主体 

 

表１１ 災害時保健活動推進に対する意見 

 
市町

村 

保健

所設

置市 

県型

保健

所 

都道

府県

本庁 

（１）災害時保健活動推進上の課題 

（危機意識の低さ、平常時の市町村の体制整備

の必要性、他職種や関連機関との連携の必要

性、研修や訓練の必要性等） 

○ ○ ○ ○ 

（２）都道府県・県型保健所と市町村との関係

性や体制整備 

（信頼関係の構築、情報伝達、市町村支援のための

力量形成等） 

  ○  

（３）ガイドへの期待 

（マニュアル策定の助言や支援、ガイドの周知や研

修実施等） 

○    

（４）マニュアル策定・見直しへの展望 

（策定を推進したい、関係者と連携を図りたい、受

援方法を検討したい等） 

○    

※表中の○は意見のあった設置主体 

 

  




